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入間東部地区事務組合人事行政の運営等の状況を公表します 

 

職員の任免および職員数に関する状況 

○新規採用と再任用および退職の状況（令和 2年度） 

区分 新規採用 再任用 定年退職 勧奨退職 自己都合等退職

一般行政職 1人 人 人 人 人

消防職 11人 11人 3人 人 3人  

 

○級別職員数および技能労務職員数の状況（令和 2年 4月 1日現在） 

区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 計 技能労務職 合計

標準的な

職務内容
主事補 主事 主任

係長
主査

副課長 課長
次長
署長

消防長 - 技能員 -

職員数 53人 50人 55人 83人 39人 7人 4人 1人 人 人 292人

構成比 18.2% 17.1% 18.8% 28.4% 13.4% 2.4% 1.4% 0.3% ％ ％ 100.0%
 

（注）標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。 

 

○部門別職員数の状況（令和 2年 4月 1日現在） 

一般行政部門 消防部門 合計

6人 286人 292人  

（注）再任用職員（短時間）は含みません。  

 

職員の人事評価の状況 

評価の仕組み 業績評価、意欲評価、能力評価

評価者 一次評価：課長又は副課長、二次評価：事務局長（次長）又は課長

評価方法 評価項目により、複数回の面談を経て評価を実施  

  

職員の給与の状況 

○人件費の状況（令和 2年度一般会計決算） 

歳出額（Ａ） 人件費（B) 人件費率（Ｂ／Ａ） 前年度の人件費

4,405,235千円 2,418,547千円 54.9% 2,425,762千円  

（注）人件費には、特別職に支給される給料・報酬などを含みます。 

金額は「地方財政状況調査」の決算額です。 
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○職員給与費の状況（令和 2年度一般会計決算） 

職員数 職員1人当り

（Ａ） 給料 職員手当 期末･勤勉手当 計（Ｂ） 給与費(B/A)

301人 1,037,597千円 389,562千円 447,686千円 1,874,845千円 6,229千円

給与費

 

（注）職員手当には、退職手当は含みません。 

   職員数には再任用職員（短時間）を含みます。 

 

○職員の初任給の状況（令和 2年 4月 1日現在） 

初任給 採用2年経過日給料額

大学卒 188,700円 201,200円

高校卒 160,100円 171,700円

区分

一般
行政職

 

（注）採用 2年経過日給料額は「勤務成績が良好である職員」の場合です。 

 

○職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和 2年 4月 1日現在） 

経験年数7年以上10年未満 経験年数15年以上20年未満 経験年数20年以上25年未満 経験年数25年以上30年未満

大学卒 255,054円 335,054円 365,493円 387,560円

高校卒 219,216円 290,825円 347,418円 366,585円

区分

一般
行政職

 

 

○職員の平均給料月額と平均年齢の状況（令和 2年 4月 1日現在） 

区分 平均給料月額 平均年齢

一般行政職 283,900円 35.5歳

消防職 292,693円 36.58歳  

 

○特別職の報酬などの状況（令和 2年 4月 1日現在） 

区分 給料(月額) 期末手当

副管理者

管理者 28,500円 6月期　2.25月
12月期　2.25月

計　4.50月24,000円
 

区分 給料(月額) 期末手当

議長 21,000円

副議長 18,000円

議員 17,000円

6月期　2.25月
12月期　2.25月

計　4.50月
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○職員手当の状況（令和 2年 4月 1日現在） 

区分

地域手当

住居手当 ・借家、借間

特殊勤務手当

（期末手当） （勤勉手当）

6月期 1.30月分 0.95月分

12月期 1.30月分 0.95月分

計 2.60月分 1.90月分

（自己都合） （勧奨・定年）

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分

勤続35年 39.7575月分 47.709月分

最高限度額 47.709月分 47.709月分

支給内容（月額）

・配偶者　　6,500円（行政職8級　3,500円）

・子　　 　10,000円

・その他　　6,500円（行政職8級　3,500円）扶養手当

・満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日
以後の最初の3月31日までの子　　5,000円加算

退職手当

火災出場、救急出場など5種類

10%

28,000円（最高支給限度額）

期末手当
勤勉手当

通勤手当
・交通機関利用者は運賃相当額（月55,000円程度）

・交通用具使用者は通勤距離に応じた額

 

（注）本組合は埼玉県市町村総合事務組合に加入し、退職手当の事務は組合で行っています。 

退職手当の月数については令和 2年 4月 1日現在のものです。 
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職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

○職員の勤務時間および週休日（令和 2年度） 

始業 終業 休憩時間 休息時間 週休日

38時間45分 8:30 17:15 12:00～13:00 なし 土曜日・日曜日

1週間の
勤務時間

勤務時間の割り振り

 

（注）勤務時間及び休憩時間は、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要により別に定める

ことができます。 

 

○年次有給休暇の状況（令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31 日） 

総使用日数 全期間在職職員数 1人当たり平均使用日数

4,950日 292人 16.95日  

 

○休暇など 

年次有給休暇年20日とし、繰越は最大年20日間

特別休暇
選挙権の行使、結婚、出産、夏季、交通機関の事故、子の看護など
特別の事由により勤務しないことが相当であると認められる期間

病気休暇
負傷又は疾病のため、勤務しないことがやむを得ないと認められる
場合は、90日以内の期間

育児休業 3歳に満たない子を養育するための期間

介護休暇
配偶者、父母、子、同居している祖父母、兄弟姉妹などで負傷、疾病
又は老齢により日常生活に支障のある者を介護する場合、2週間以上
6か月以下の期間  

 

職員の休業の状況 

育児休業取得者数

男性 1人

女性 4人

合計 5人  
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職員の分限および懲戒処分の状況 

分限処分とは、公務能率の維持を目的に職員に対してなされる処分であり、制裁的意味合

いはありません。一方、懲戒処分とは、職員の義務違反に対する道義的責任を問い、秩序維

持を図る制裁的処分です。 

 

○職員の分限と懲戒処分（令和 2年度） 

区分 種類 該当者

降任・免職 人

休職※ 2人

戒告 人

減給・免職・停職 人

分限処分

懲戒処分

 

※休職とは、心身の故障のため長期療養を要するものに対する処分です。 

※休職となった場合、休職の期間が満 1年に達するまでは、給料および手当の 80/100 が支給

され、休職が 1 年を経過したときは無給となります。また休職期間中は埼玉県市町村職員共

済組合から傷病手当金として、組合から支給される給与との差額が 1 年 6 カ月間支給されま

す。 

 

職員の服務の状況 

全ての職員は「全体の奉仕者」として公共の利益のために勤務し、職務遂行に当たっては、

全力で奉仕しなければなりません。この服務の基本原則を忠実に実行するため、地方公務員

法では、職員に以下のような義務を課しています。 

・法令および上司の職務上の命令に従う義務　・信用失墜行為の禁止
・秘密を守る義務　・職務に専念する義務　・政治的行為の制限
・争議行為などの禁止　・営利企業などの従事制限  

 

職員の研修の状況 

高度化、多様化する住民ニーズに的確に対応するため、職員に対し積極的な研修の受講を 

勧奨することで、職員の資質・公務能率の向上に努めています。 
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○職員研修の実施状況（令和 2年度） 

修了者数 修了者数

階層別研修 39人 消防大学校 3人

選択研修 16人 埼玉県消防学校 30人

88人

研修の種類 研修の種類

広域連合 派遣研修

合　　計  

 

職員の福祉および利益の保護の状況 

○職員の福利厚生の状況 

区分 内容

共済組合
■短期給付＝公務外の病気やケガの治療、出産、死亡、休業、災害時の給付
■長期給付＝老齢・障害・遺族の各厚生年金などの年金給付
■福祉事業＝保健、宿泊、貯金、貸付などの各事業  

 

公平委員会の業務の状況  

〇勤務条件に係る措置の要求の状況 

0 1 0 1

令和2年度令和元年度末
（2.3.31）
係属件数

令和2年度末
（3.3.31）
係属件数新規要求件数 終結件数

 

 

〇不利益処分に関数する不服申し立ての状況 

0 0 0 0

令和2年度令和元年度末
（2.3.31）
係属件数

令和2年度末
（3.3.31）
係属件数新規要求件数 終結件数

 


